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その人らしさを尊重した看護実践

Ⅰ．はじめに

緩和ケア病棟では、「愛と思いやりを持って、常に質の高
い緩和ケアを提供することで、身体や心のつらさを和らげ、
患者さん、ご家族が、病気を抱えながらも穏やかにその人ら
しく過ごせることを目指す」という理念のもと、患者・家族
に看護を提供している。先行研究において、終末期の看護に
その人らしさを取り入れるためには、対象者が今まで培って
きた生活全般のこだわりあるスタイル、対象者の意思・意思
決定、価値観や死生観を捉えることである 1）と報告されて
いる。実際に当緩和ケア病棟において、その人らしさを尊重
した看護実践ができているのか、本事例を振り返り、その人
らしさを尊重した看護実践について分析、検討し、理解を深
めることは、今後の終末期看護の一助になると考えた。

Ⅱ．目的

この事例におけるその人らしさを尊重したケアとは何かを
明らかにする。

Ⅲ．方法

1．調査対象　A病院緩和ケア病棟で 20XX年 5 月に入院し
ていたB氏
2．調査方法　ケアの意味を見つめる事例研究の手法 2）を使
用
3. データ収集　診療録を基に、患者の状況、看護師の考え、
看護実践、意図と意味付け、反応・変化を記載したワーク
シートを作成する。
4．分析方法　ワークシートの内容を基に、その実践に関し
て意図したことや考えたことを自由な言葉で語り、実践内容
の意識化・言語化を図り、看護実践の本質は何かを考え
キャッチコピーを作成した。キャッチコピーを基に実践行為
に注目し、実践の本質的な意味や意図・キモ（大見出し）を

探求しながら、更に意図することを実現するための実践上の
コツ（小見出し）を抽出した。B氏の状態及び B氏と看護
師との関係性の変化により、入院期間を 3つの時期に分け、
各時期での患者の様子や言動より看護師が考えたこと、実践
内容、患者の反応を記載した表を作成し、看護実践の全体像
を整理、分析し概念化した。

Ⅳ．倫理的配慮

B氏家族（実兄）に対し、研究の目的と個人情報保護への
配慮、結果の公表、データの取り扱いについて口頭で説明
し、文書にて研究参加の承認を得た。また、本研究の実施・
発表に関しては、所属の看護部の承認を得た。

Ⅴ．結果

1. 事例の概要
B氏は、50 歳代の女性で美容関連のキャリアウーマンと
して、使命感と誇りをもって仕事に取り組んでいた。20XX
年に卵巣がんと診断され、手術と化学療法による治療を行
い、加えて B氏の希望により温熱療法や免疫療法、気功な
どが行われた。発病や治療に伴い、B氏の生きがいであった
仕事は退職を余儀なくされ、役割遂行への心残りを抱えてい
た。また、B氏は、過去の手荒れによる辛い経験から美しさ
と清潔への拘りが人一倍強かった。しかし、病状の悪化に伴
い強度の両下肢浮腫と腹部緊満感に起因した労作時の呼吸困
難があり、速やかに動くことが難しくなってきた。そのた
め、失禁への不安から、一か月以上終日端坐位で過ごす生活
を送るようになっていた。苦痛症状の増悪とADL低下を認
め在宅療養が困難となり緩和ケア病棟へ入院した。
2. 経過（表 1参照）
B氏が緩和ケア病棟へ入院した時点から退院するまでの期
間を、B氏の状態、及び B氏と看護師の関係性の変化によ
り 3つの時期に分け、時期ごとに看護実践を分析し、それぞ
れの時期で大見出し 1項目、小見出し 2項目が抽出された。

その人らしさを尊重した看護実践
― 患者と看護師の価値観の違いにより苦痛緩和が
困難であった患者へのケアを振り返って ―
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1）病棟における療養生活の基盤を作る時期
（1）B氏へ関心を寄せる
緩和ケア病棟への入院当初、B氏が安楽と自立を阻害する
強度の苦痛症状を有することから、体力の消耗と更なる
ADL低下が懸念された。速やかな苦痛緩和が必要であると
考え、看護師から今までの経験から最善と考えられる薬剤に
よる症状緩和を勧めたが、B氏には受け入れられなかった。
看護師は、提案した苦痛緩和方法を何故受け入れてもらえな
いのかを理解するために、まずは B氏という「人」を理解
する必要があると考えた。そこで、意識的に B氏へ関心を
寄せ、B氏の希望や大切にしていること、気がかり等を丁寧
に聴取した。B氏の体調や心理面も考慮し、B氏が話したい
内容を話したいタイミングで傾聴するよう努めた。その結
果、薬剤での速やかな苦痛緩和や臥床が可能になることより
も、トイレに間に合い失禁しないことが B氏にとっては大
切であることが明らかになり、清潔に価値をおいていること
が理解できた。また、可能な限り薬剤を使用せず自然な形で
過ごすことを望み、現状を維持したい気持ちから日常のルー
ティンワークが存在すること、そして、死へ向かうことを自
覚しながらも「希望の中で生きたい」と思っている「人」で
あることが理解できた。
（2）B氏が必要とする日々のケアを丁寧に継続する
B氏の大切にしていることを看護師が尊重してケアしてい
くために、B氏の思いや希望する介助方法を看護師間で共有
した。薬剤対処においては、効果的なオピオイドレスキュー
使用のタイミングを提案しながらも、自然な形で過ごしたい
という B氏の希望に添い、レスキュー使用のタイミングは
B氏の判断に委ねた。B氏の自立を支えるために B氏の希
望やペースに合わせてケアを開始したところ「嬉しい、あり
がたいです。」という反応が返ってくるようになった。そし
て、B氏と共に自立への工夫について検討し、B氏が希望す
る形でできたことを喜び、その喜びと嬉しさを B氏と共有
したことにより、看護師はケアを更にスムーズに提供するこ
とができた。
この時期の関わりは、B氏を一個人として捉え、価値観を
理解するという意味があり「人間対人間としての関わり」を
示していた。
2）イキイキとした時間～徐々に苦痛が増強してきた時期
（1）日常生活のルーティンワークと希望やペースに合わせた
ADL自立への工夫
この時期の B氏は、 痛や倦怠感など苦痛症状が徐々に
強くなり内服することが困難となっていた。看護師は、B氏
の苦痛が増強してくる中でも、美しく清潔でありたいという
B氏の意向を尊重し、B氏の望む最大限の自立、特に排泄の
自立を支援する必要があると考えた。そのため、よりタイム
リーに苦痛を緩和する必要があると考え、オピオイドの投与
経路を皮下注射へ変更することを B氏に提案した。その際
には「みんなが勧めてくれるってことは、きっと今の私に

合っていることなんだと思う」とスムーズに看護師の提案を
受け入れられた。また、B氏の労作を最小限にしてポータブ
ルトイレに移乗できるように、B氏の動きやすさを優先し工
夫しながら環境整備を行った。これらのケアにより、お気に
入りのカップでハーブティーを飲む時間を持つことができる
など、日常のルーティンワークを維持することができた。
（2）B氏が大切にしていることを共に大切にしながら B氏
の充実している時間を確保する
看護師は B氏と日々関わる中で、美容関連の会話や B氏
が販売していた保湿剤の使用時に、B氏の表情がイキイキと
していることに気付いた。B氏にとって仕事上の役割遂行を
断念せざるを得なかったことは大きな心残りであり、その時
間を確保することは自己の存在価値を再認識できることに繋
がるのではないかと考えた。そこで、意識的に美容関連の会
話をしたり、下肢の処置を行う際に、B氏が自社製品を紹介
し使用できる時間を確保した。また、B氏の勧めに従い医療
者も同じ保湿剤を使用し、全員で使用感を共有した。処置が
終わると B氏はいつも「これでまた希望が持てた」と話し、
入院中にも関わらず B氏が開発した商品を紹介できたこと
を「後に残すことができた。けじめがつけられた」と喜ばれ
ていた。この体験を通して、B 氏は看護師との関係を
WINWIN（対等）であると感じることができ、B氏にとっ
て苦痛であった下肢の処置は、女子会のような雰囲気で楽し
いと感じることのできる時間へと変化した。
この時期での関わりは、B氏の価値観を受け入れ、生きが
いを支えるという意味があり「その人らしさを維持する援
助」を示していた。
3）看護師と共に治療抵抗性の苦痛を緩和する時期
（1）心理状況に合わせた情報提供と意思決定支援
この時期、B氏の病状は更に進行し、薬剤調整や非薬物で
のケアを工夫しても苦痛緩和が困難となり、端坐位で過ごす
ことに限界を感じ始めていた。医療者で B氏の苦痛緩和方
法について検討したが、この時期の苦痛は治療抵抗性の苦痛
であり、鎮静による苦痛緩和は妥当と判断された。
B氏は、自分が失禁を回避するためには、ポータブルトイ
レへの移乗が必須であり、そのためには端坐位で過ごすべき
であると考えていた。また、眠剤を使用して眠ることによる
失禁への不安があった。しかし、鎮静を開始した場合は、B
氏がポータブルトイレへ移乗することや端坐位を保持するこ
とが困難となる。そこで看護師は、鎮静の説明と意向確認と
ともに、B氏の失禁を回避する方法として、尿道バルーンカ
テーテルの留置や床上排泄後の速やかな対応について提案
し、B氏が具体的にイメージして検討できるよう情報提供を
行った。
（2）B氏らしさと希望を尊重した B氏と看護師との共同作
業としての鎮静
鎮静を提案された B氏は、鎮静による苦痛緩和を望む一
方で、鎮静開始後の自身の美しさと清潔の保持に対する不安
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を抱いていた。また、B氏は希望の中で生きたいと考えてお
り、鎮静によって目覚めずに死を迎えてしまうのではないか
という大きな不安があり、鎮静開始を躊躇していた。尿道バ
ルーンカテーテルの留置や、床上排泄後の速やかな対応以外
に、看護師は B氏と一丸となって B氏の苦痛を緩和したい
と考えていること、B氏が安心して苦痛緩和を目指すことが
できるように支援したいと考えていることを伝えた。また、
夜間のみの間欠的鎮静から開始することを医師と共有し、鎮
静開始翌朝には、B氏に必ず声をかけて覚醒を促すことを約
束した。
緩和ケア病棟への入院時より、B氏と看護師とで築いてき
た人間対人間としての信頼関係を元にこれらの関わりを行っ
たことで、B氏は美しさと清潔が損なわれるのではないかと
いう不安や眠りについたまま死を迎えてしまうのではないか
という不安は持ちつつも、看護師を信頼し鎮静開始を受け入
れた。
この時期の関わりは、安心かつ安楽に過ごしたいというB
氏の希望の達成や、その時々の状態に合わせた価値観の尊重
の意味があり「安心と希望の中での苦痛緩和」を示してい
た。

Ⅵ．考察

本事例において抽出された、その人らしさを尊重した看護
実践 3つの項目について考察する。
1. 人間対人間としての関わり
苦痛症状の強い B氏に対して、看護師は症状緩和が図れ
るように薬剤でのアプローチを行っていた。これは「この問
題を解決しなければならない」「速やかに苦痛緩和を図るに
は薬物療法が最も効果的である」という看護師の問題解決型
の思考であり、B氏の価値観に反していたため、受け入れら
れなかったと考える。そこで看護師は、B氏という「人」を
理解するために、意識的に B氏に関心を寄せ、B氏の希望
や大切にしていることなどを丁寧に聴取し、それにより B
氏の希望や価値観に沿ったケアを展開していた。また、死へ
向かうことを自覚しながらも「希望の中で生きたい」という
B氏に対して、B氏と共に自立への工夫を検討し、B氏が希
望する形でできたことを共に喜び共有した。このプロセス
は、「看護とは対人関係のプロセスであり、人間対人間の看
護を確立することを通して達成される」3）と言われているよ
うに、「人間対人間としての信頼関係の基盤」をつくるため
のケアであったと考える。この「人間対人間としての信頼関
係の基盤」をつくるためのケアは、上岡ら 4）の「その人ら
しさを尊重」する看護実践のための [ 基盤づくり ] とも一致
しており、この事例におけるその人らしさを尊重したケアの
基盤となるものであったことが示唆された。

2. その人らしさを維持する援助
徐々に苦痛が増強してきた時期においても、看護師は B
氏の美しく清潔でありたいという価値観を尊重し、B氏が望
む最大限の自立を支援した。「人間対人間の関係は、看護師
という人間と、病人あるいは看護サービスを必要とする個人
との間のひとつの体験あるいは一連の体験をさしている」5）

と言われており、この時期の体験を通して B氏と看護師の
関係は、さらに人間対人間としての信頼関係を確立すること
になったと考える。
また、B氏と美容関連の話題について会話し、B氏が開発
してきた保湿剤を看護師も使用し、使用感について語り合う
時間は、B氏らしく存在でき、生きる意味を感じる時間と
なった。同時に「何もできない自分」が「少しでも役に立つ
ことがある」という思いをもてる時間となり、B氏と看護師
はWINWIN の関係であり、お互いに成長をもたらす存在で
あることを共有できた。このような時間を確保したことは、
病気の進行により仕事を断念した B氏にとって、B氏自身
が自己の存在価値を認識することに繋がっていた。これは、
玉井ら 6）の「その人らしさ」の看護実践のひとつとして【患
者の価値観を受け入れ、生きがいを支える】があげられてお
り、この時期の関わりは「その人らしさ」を支える重要な支
援であったと考える。
3. 安心と希望の中での苦痛緩和
この時期の B氏は、死へ向かうことを自覚しながらも現
状を維持することを願い、しかし現実には大切にしていた
ルーティンワークが継続できなくなってきたことで、更に
「死」を意識する時期であったと推察する。このような状況
の中、B氏は失禁するのではないかという不安や、眠りにつ
いたまま死を迎えてしまうのではないかという不安をもちつ
つも看護師を信頼して鎮静を受け入れた。「その人らしく最
期まで尊厳ある生を全うできるには、その人が充実して取り
組んできたことを尊重し、その時々の状態にあった、その人
らしさを発揮できる援助が必要である」7）と報告されている。
この事例においても、B氏の状態に合わせて B氏の価値観
を看護に反映させたことは、B氏の尊厳を保持することとな
り、B氏が看護師への信頼や安心感を深め「鎮静」という形
で看護師に判断を委ねることになったとしても、最期まで自
分らしく生きることができると思えることにつながったと考
える。

Ⅶ．研究の限界

先行研究において、看護学分野における「その人らしさ」
とは、「内在化された個人の根幹となる性質で、他とは違う
個人の独自性をもち、終始一貫している個人本来の姿、他者
が認識する人物像であり、人間としての尊厳が守られた状
態」8）と定義されている。「その人らしさ」とは「他者が認
識する人物像」であり、医療者側の主観が大きく影響するた
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め、患者が信じる価値をよく理解するよう努め、支援の具体
的な状況において目指すべき価値をたえず問い直していく必
要がある 9）とされている。本事例においても、看護師が捉
えていた B氏らしさが、B氏の捉える「自分らしさ」と合
致していたかどうかは、明確には判断できない。しかし、そ
の時々の状態にあった、その人らしさを発揮できるように、
目指すべき価値をたえず問い直しながらケアに反映させ続け
たことは、限りなく B氏らしさを尊重することにつながっ
たのではないかと考える。

Ⅷ．結論

本事例における、その人らしさを尊重したケアとは、人間
対人間の信頼関係を基盤として、B氏の誇りであり生きがい
であった仕事と自立に焦点を当てた日常生活支援への工夫で
あったと考える。
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